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第２３２回 国立大学法人鹿屋体育大学教育研究評議会議事要旨 

 

日 時：令和６年３月２１日（木）１３時１５分～１３時５８分 

場 所：大会議室（Ｗｅｂ会議） 

出席者：金久議長、前田、平川、原田、金高、濱田、前阪、山田、髙井、中垣内、国重、中村(夏)、 

中本、和田、栫、竹中、小澤、藤田、廣津、沼尾、森(克)、関の各評議員 

陪席者：秋元監事、小林監事、松浦次長、元明、あべ松、川崎、有馬(康)、瀬戸口、竹下の各課長 

有馬(規)監査室長、仮屋薗総務課副課長 

欠席者：田巻、髙橋、安田、萬久、北村の各評議員 

 

議 事： 

１．議事要旨の確認 

（１）第２３１回教育研究評議会 

     確認資料１に基づき原案どおり確認した。 

 

 ２．学長諮問  なし 

 

３．学長報告 

（１）令和６年度以降の理事、常任委員会等の学長指名教員並びに機構、学内共同教育研究施設及

び保健管理センターの副センター長及び兼務教員について   

   学長から、学長報告資料１に基づき報告があった。 

 

（２）教員（スポーツ人文・応用社会科学系（教育学））の採用選考について 

   学長から、教員（スポーツ人文・応用社会科学系：教育学）の採用選考について、教員選考

特別委員会での選考の結果、候補者無しとなったため、教育研究評議会での採用選考の審議に

ついて、今回は行わない旨の報告があった。 

 

４．審議事項 

（１）大学院体育学研究科担当教員の認定について 

前田研究科担当教員審査特別委員会委員長から資料１-１及び１-２に基づき説明があり、審

議の結果、原案どおり了承された。 

 

（２）教員選考特別委員会の設置について 

学長から資料２-１及び２-２に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

 

（３）鹿屋体育大学における教員活動に関する自己点検・評価実施規則等の一部改正について 

松浦事務局次長から資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 
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（４）国立大学法人鹿屋体育大学就業規則等の一部改正等について 

松浦事務局次長から資料４に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

 

（５）国立大学法人鹿屋体育大学における男女共同参画推進のための行動計画の一部改正について 

松浦事務局次長から資料５に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

 

（６）令和６年度強化指定競技及び重点強化指定選手・チームの選考について 

濱田競技力向上委員会委員長から資料６に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承

された。 

 

（７）令和６年度体育学部非常勤講師の任用について 

元明教務課長から資料７-１及び７-２に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承さ

れた。 

 

（８）令和６年度鹿屋体育大学学術共同研究員の受入れについて 

有馬研究・社会連携課長から資料８-１及び８-２に基づき説明があり、審議の結果、原案ど

おり了承された。 

 

５．報告事項 

（１）令和７年度総合型選抜(SS)入試学生募集要項について 

元明教務課長から、報告資料１に基づき報告があった。また、募集要項の内容に修正等があ

る場合は教務課にて３月２９日（金）まで受け付ける旨連絡があった。 

   

６．その他 

（１）Web会議の参加方法について 

学長より、Web会議の際には、評議員は始まりと終わりだけでもカメラをオンにして、顔を映 

した状態にしてはどうかという提案があった。 

 

（２）次回の開催日程について 

次回の教育研究評議会は、令和６年４月１８日(木)１４時３０分から開催することとした。 

 

以上 


